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本研究は京都議定書のもとに認められた気候政策の１つである吸収源クリーン

開発メカニズム（CDM）を研究対象とする。吸収源 CDM は途上国における新規

植林、再植林を通じた温室効果ガス（GHG）排出削減政策であり、CO2 吸収によ

る気候政策としてのみならず、森林の回復を同時に満たす政策といえる。 

しかし吸収源 CDM の政策ステージは、大部分の事業者が事業の検討を行って

いる段階にとどまっている。このような吸収源 CDM の現状を明らかにするため

に、吸収源 CDM の対象資源である森林の特性を踏まえた上で、「環境ガバナン

ス」に着目し、アクター、レジーム、企業の社会的責任（CSR）などの視点から

吸収源 CDM を総合的に政策分析した。政策分析の結果を踏まえ、さらに、独自

に設定した評価指標をもとに政策評価を行い、多様なアクターにおける個々の視

点の違いを踏まえた上で、現行ルールのもとでの吸収源 CDM が気候政策として

どのように位置づけられており、また、どのような特徴を持つ政策であるかを明

らかにすることを目的とした。この結果をもとに、政策としての吸収源 CDM の

推進、事業そのものの持続可能性の向上のそれぞれの方向性、とりわけ前者に重

点を置いて考察、提言を行った。 

まず序章では研究の枠組みについて述べた。本研究においては既存理論として

環境ガバナンス論、レジーム論、CSR 論、政策評価論を援用し、これらのレビュ



 

 

ーを通じ分析枠組みを構築した。調査の方法としては文献調査、主に行政、専門

家、事業者、投資者などを対象とした日本側における国内聞き取り調査、主に地

域住民、途上国政府、カウンターパートなどを対象とした事業対象地における現

地調査を実施した。対象事例としては、事業の実現可能性を勘案し、泰至デザイ

ン設計事務所によるマングローブを対象としたフィジー事業、王子製紙による主

にユーカリを対象としたマダガスカル事業、国際生物多様性センターによる在来

果樹を対象としたケニア事業を選定した。 

第 1 章では、背景として気候変動問題、京都議定書、CDM、日本の取り組みな

どを解説した。 

第 2 章では、環境ガバナンスの観点から政策分析を行った。 

まずは対象資源としての森林の特性として多面性、公共性、地域性、非永続性、

不確実性、長期性があり、非永続性、不確実性、長期性のみが吸収源 CDM のル

ールに反映されたことを指摘した。 

次に、関係アクターの吸収源 CDM への参加状況及び水平的・垂直的ネットワ

ークを分析し、個々のアクターの参加及び関係アクター間のネットワークの構築

は十分ではなく、とりわけ事業者が孤立していることを明らかにした。さらに、

垂直的ネットワークはレジーム決定アクター、GHG 削減義務アクター、事業実

施・運営アクターの階層毎の視点の違いを生じさせ、これが議論の平行線を生み

出す大きな原因となっていた。 

レジームの観点からは吸収源 CDM の利点・問題点及び形成経緯を分析した。

利点としては途上国の農村部が京都議定書に参加できる数少ない機会の 1 つであ

り、環境保全と地域振興の両立、さらに生物多様性の保全や適応策としての機能

など様々な副次的機能を併せ持つ点が挙げられる。一方でルールが煩雑、採算性

が低い、政府の補助体制が不十分、住民参加型の導入・定着が困難、ホスト国側

の優先順位の低さ、吸収源に対する反対国の多さ、国際的な議論の遅れ、など数

多くの問題点があり、多くのアクターにとって実施、推進が困難な政策となって

いた。レジームの形成経緯について、利益、力、知識の観点から分析し、いずれ

の要因も吸収源 CDM を有用性の高いレジームとせず、かつ政策を推進する方向

には働かなかったこと、対策、交渉の優先順位がいずれも低いことを指摘した。 

さらに、試験植林段階ではあるが、フィジー、マダガスカル、ケニアでの現地

調査から、吸収源 CDM が地域開発の要素や低所得者層への貢献可能性を持つこ

とを明らかにし、事業者には持続可能な森林経営（SFM）を念頭に環境、社会、

経済面への配慮を行い、順応的管理を行っていく必要があることを指摘した。た

だし、開発効果を有する吸収源 CDM であるが、その効果が地域住民まで及ぶに



 

 

は至らないレベルにあるというのが多くの事業に当てはまる現実と言える。 

第 3 章では、現状では吸収源 CDM の推進のためには自主的取り組み手法に期

待するしかないとの観点から CSR に着目し、主に日本企業への質問票調査を通

じ、CSR が吸収源 CDM 推進のドライバーとなりえるのかについて分析した。 

まず、「CSR 活動はビジネスチャンス」、「CSR 活動をしないことはビジネ

スリスク」であるとする企業はほぼ同数で約 6 割であった。次に、これまで何ら

かの森林関連活動に参加したことのある企業は約 6-7 割と業種の枠を超えて多く

の企業が参加していた。京都議定書・吸収源についての関心は「国内森林保全･

整備」が約 4 割と最も多かったものの、「吸収源 CDM」は約 2 割と比較的関心

が高いことが分かった。 

排出権取引・カーボンオフセットへの関心については「排出権を購入した/する

予定がある」とする企業は約 4 分の 1 で、カーボンオフセットへの関心について、

「大変関心がある」、「関心がある」と回答した企業は約 7 割存在した。 

最後に、森林関連活動であり、かつ排出権創出活動でもある吸収源 CDM につ

いて、「大変良く知っている」、「知っている」と回答した企業は約 7 割と認知

度は高いものの、参加状況については 7 割以上の企業が「情報収集段階」にとど

まっていることが分かった。 

以上より、第 3 章の結論として、CSR は吸収源 CDM 推進のドライバーとして

は不十分だと考えられる。しかし一方で、今後ますます関心の高まるカーボンオ

フセット型森林関連活動のドライバーとしては十分に機能することも指摘でき

る。 

第 4 章では、第 2、3 章の政策分析結果を踏まえて政策評価を行った。評価の

指標は気候変動枠組み条約、京都議定書のみならず、森林が横断的に関連性を持

つ生物多様性条約、森林原則声明、アジェンダ 21、リオ宣言などもあわせてレビ

ューし、必要性、有効性、効率性、衡平性、持続可能性、地域性、多面性の 7 指

標を抽出した。さらに、第 2 章で指摘したレジーム決定アクター、GHG 削減義

務アクター、事業実施・運営アクターの階層ごとに評価を加え、総合的な評価を

試みた。 

評価の結果は以下の通りである。まず、多面性は、ルール決定にあたり考慮さ

れなかった。効率性は、ルールが煩雑であり投入する労力、コストが大きく、ま

た採算性が低かった。衡平性については、先進国政府は責任を十分に果たしてお

らず、費用負担は事業者に集中していた。また、ルール決定などの政策の各段階

においてアクターの参加は不十分であった。地域性は、参加に求められる能力は

地域の能力を超過しており、地域住民の事業への参加は受動的であった。有効性



 

 

については、案件数が少なく有効活用されていない。事業者にとってもビジネス

としての魅力に乏しく、途上国側も政策受け入れ体制の構築は不十分であった。

持続可能性については GHG の持続のみに焦点が当てられており、SFM の達成は

様々な困難を伴う。最後に必要性について、交渉の際に積極的な姿勢を見せてい

た中南米、大きなインフラを必要とせず土地さえあれば実施可能であることから

小島嶼国や最貧国といったホスト国にとっての必要性は大きいと言えるものの、

交渉時に反対国が多く、また事業者にとっても必ずしもビジネスとしてのニーズ

を満たすものとはなっていなかった。 

これらを総合的に政策評価すると、現行ルールのもとでの吸収源 CDM は「多

くの指標について問題のある政策である」である、と結論付けられた。 

以上の第 2、3 章の政策分析結果、第 4 章の政策評価結果を踏まえ、本研究の

結論として「現行ルールにおける吸収源 CDM の実施・推進の限界」が導かれた。 

第 5 章では、この限界を踏まえた上で吸収源 CDM 推進の方向性について考察、

提言を行った。 

まずはルールの改正である。排出源などと比してとりわけ実施が難しい政策で

ある吸収源 CDM に対しセクター別アプローチを適用し、ルールの簡易化、副次

的効果のクレジット価格への転化などを提言した。次に、関係アクター間、とり

わけ孤立している事業者とのネットワークの構築・強化が望ましいとして、事業

者と投資者、さらに市民、事業者と政府、開発援助機関、事業者と地域住民、そ

れぞれの関係性について考察した。 

さらに、アクター間の議論の際には、アクター・階層間の視点・関心の違いを

十分に踏まえた上で行うべきであること、そして視点の違いをこえて合意形成に

至るために、衡平性・持続可能性の観点を重視し、途上国やとりわけ社会的弱者

である地域住民に配慮すべきであることを提言した。 

 


